
 
 

 

平成３０年度 
 

八千代町財務書類 
＝統一的な基準による＝ 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

八千代町イメージキャラクター 八菜丸 

 

 

  令和２年３月 

八千代町 企画財政部 財務課



 
 

目    次 
 

Ⅰ．財務書類を作成するにあたって 

１．財務４表の整備                      ･･････････  1 

 ２．作成の目的                        ･･････････  2 

３．作成の方法                        ･･････････  2 

４．財務４表の種類と相互の関係                ･･････････  3 

Ⅱ．平成 30 度 八千代町一般会計等財務書類 

 １．貸借対照表                            ･･････････  6 

２．行政コスト計算書                         ･･････････  8 

３．純資産変動計算書                         ･･････････  9 

４．資金収支計算書                          ･･････････ 10 

５．一般会計等注記                          ･･････････ 12 

Ⅲ．平成 30 年度 八千代町全体会計財務書類 

１．貸借対照表                            ･･････････ 18 

２．行政コスト計算書                         ･･････････ 20 

３．純資産変動計算書                         ･･････････ 21 

４．資金収支計算書                          ･･････････ 22 

５．全体会計注記                           ･･････････ 24 

Ⅳ．平成 30 年度 八千代町連結会計財務書類 

１．貸借対照表                            ･･････････ 28 

２．行政コスト計算書                         ･･････････ 30 

３．純資産変動計算書                         ･･････････ 31 

４．資金収支計算書                          ･･････････ 32 

５．連結会計注記                           ･･････････ 34 

Ⅴ．平成 30 年度 八千代町財務分析 

１．分析における前提条件                      ･･････････ 38 

２．分析                              ･･････････ 38 

３．分析指標説明                         ･･････････ 44 

 ４．資料 

   (1)平成 30 年度 八千代町財務書類（総括）         ･･････････ 47 

      (2)平成 30 年度 八千代町財務書類一般会計等（経年比較）  ･･････････ 48 

      (3)平成 30 年度 八千代町財務書類全体会計 （経年比較）  ･･････････ 49 

      (4)平成 30 年度 八千代町財務書類連結会計 （経年比較）  ･･････････ 50 

Ⅵ．令和２年度の課題 

 １．地方公会計に係る業務の効率化     ･･････････ 51 

 ２．セグメント分析への活用                  ･･････････ 51 

Ⅶ．附属明細書 

１．貸借対照表の内容に関する明細               ･･････････ 52 

２．行政コスト計算書の内容に関する明細              ･･････････ 64 

３．純資産変動計算書の内容に関する明細                   ･･････････  66 

４．資金収支計算書の内容に関する明細                   ･･････････ 67 



 

- 1 - 
 

Ⅰ．財務書類を作成するにあたって 
 

１．財務４表の整備 
    「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」（平成 18 年８

月 31 日総務事務次官通知）において、「発生主義」と「複式簿記」を柱とする

会計制度を採り入れて、地方公共団体単体及び関連団体等も含む連結ベースの

財務書類を「基準モデル」または「総務省方式改訂モデル」を使って整備する

よう方針が示されました。 
その後、財務書類の作成において、基準モデルや総務省方式改訂モデルのほ

か、東京都でも独自の方式で作成するなど、複数の方式が存在していたため、

地方公共団体間の比較可能性が確保されていないことが課題になりました。こ

のため、国では「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」（平成 27
年１月 23 日総務大臣通知）において、統一的な基準による財務書類等を原則と

して、平成 29 年度までにすべての地方公共団体で作成し、予算編成や行政評価

等に積極的に活用するよう要請をしました。これにより一般会計、特別会計、

企業会計等の町全体の会計のほか、土地開発公社や社会福祉協議会等の第三セ

クター及び一部事務組合との連結を含めた財務書類を作成することになりまし

た。 
これを受け、当町では、平成 27 年度に固定資産台帳を整備し、翌年度には平

成 27 年度決算における一般会計及び特別会計を含めた町全体会計の財務書類

を作成し、公表しました。また、平成 28 年度決算については、連結の対象とな

るすべての団体において統一的な基準による財務書類が整い、全体会計及び連

結会計の財務書類を作成及び公表し、現在に至っております。 
統一的な基準に基づき財務書類を作成することにより、ストック情報やフロ

ー情報を総体的・一覧的に把握することができ、住民や議会に対する説明責任

の履行や、資産・債務管理や予算編成、行政評価等に有効活用することでマネ

ジメントの強化、財政の効率化・適正化を図ることが期待されています。平成

30 年度は統一的な基準導入 4 年目となりますが、財務情報や固定資産台帳から

得られる情報をいかに自治体運営に活用し、行政評価や予算編成、公共施設の

老朽化対策等に係る資産管理等へつなげていけるかということが課題及び目的

となっております。 
今後、財務書類等を予算編成等に更に積極的に活用するため、作成及び公表の早

期化に努めてまいります。 



 

- 2 - 
 

 ２．作成の目的 
 (1) 適切な資産及び債務の管理 
  固定資産台帳の情報を活用することにより、人口減少と少子高齢化が進行す

る中で、地方公共団体の公共施設等の資産を統廃合や除却も含めて、どのよう

にマネジメントしていくか検討することにより、公共施設の最適化や長寿命化

計画がより具体的なものとなります。 
   また、地方税、介護保険料、教育・保育給付利用者負担金、給食費などの未

収債権の全体像が明らかになるため、全庁的な徴収体制及び組織体制強化の検

討へとつながります。 
(2) 予算編成の活用及び行政評価との連携 

事業別及び施設別の行政コスト計算書を作成することで、直営や民間委託の

試算、照明のＬＥＤ化など、公共施設の更新費用だけでなくランニングコスト

を含めた議論が可能となり、予算編成への活用につながります。 
また、行政評価と連携させることにより、正確なコストに基づいた行政サービス

の評価が可能となります。 
(3) 受益者負担の適正化 

使用料・手数料については、施設の維持管理費や減価償却費、行政サービス

に要する経費等をもとに算出するものですが、行政コスト計算書を活用し、類

似団体との比較により、受益者負担の適正化を図り、経営の健全化を推進しま

す。 
 

３．作成の方法 
(1)  対象とする会計の範囲 

八千代町では、統一的な会計基準による財務書類を、一般会計等、全体会計、

連結会計でそれぞれ作成しました。 
  なお、全体会計とは、一般会計等に特別会計を含めたものであり、連結会計と

は、全体会計に一部事務組合等に第三セクター等を含めたものとなります。 
対象とする会計の範囲は、次の図のとおりです。 
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(2) 作成基準日 

作成基準日は、会計年度の最終日である平成31年３月31日としました。なお、

平成 31 年４月１日から５月 31 日までのまでの出納整理期間の収支については、

基準日までに終了したものと見なして計上しています。 

公営企業会計における未収金、未払金のうち、一般会計及び特別会計と出納整

理期間内に取引があったものは、平成 31 年３月 31 日までに終了したものとして

処理しています。 

 

４．財務４表の種類と相互の関係 

  (1) 貸借対照表（Balance Sheet） 

財務諸表の作成基準日において保有する①資産、②負債、③純資産を表示した

もの 

 

 

 

 

(2) 行政コスト計算書（Profit and Loss Statement） 

一年間の行政運営コストのうち、福祉活動やごみの収集といった資産形成に結

びつかない行政サービスに係る経費とその行政サービスの対価として得られる

財源を対比させたもの

①資産：学校、公園、道路など将来の世代に引き継ぐ社会資本や、投資、基金など

将来現金化することが可能な財産 

②負債：地方債や退職手当引当金など将来世代の負担となるもの 

③純資産：過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産 

連結会計 

 茨城県租税債権管理機構  

 茨城県後期高齢者医療広域連合   

 茨城県市町村総合事務組合  

 下妻地方広域事務組合   

 茨城西南地方広域市町村圏事務組合  

 八千代町土地開発公社   

 (一財)八千代町ふるさと公社  

 八千代町社会福祉協議会  

全体会計 

 国民健康保険特別会計  

 後期高齢者医療特別会計  

 介 護 保 険 特 別 会 計  

 八千代中央土地区画整理事業特別会計   

  農業集落排水事業特別会計    

 下水道事業特別会計  

 水 道 事 業 会 計   

一般会計等 

 一般会計  
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  (3) 純資産変動計算書（Net Worth Statement） 

純資産（過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産）が一年間

でどのように変動したかを、①財源、②資産評価差額、③無償所管換等、④比例

連結割合変更に伴う差額、⑤その他に区分して表示したもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4) 資金収支計算書（Cash Flow Statement） 

一年間の資金の増減を、①業務活動収支、②投資活動収支、③財務活動収支の

三つにそれぞれ区分し、期末における残高を表示したもので、どのような活動に

資金が必要であったかを表したもの。 

 

 

 

 

それぞれの財務諸表は、次のような関係にあります。 

①貸借対照表の現金預金（但し、歳計外現金（預り金）を除く。）は、資金収支

計算書の本年度末資金残高と一致します。 

②貸借対照表の純資産は、純資産変動計算書の本年度末資産残高と一致します。 

①経常費用 

 ア．業務費用 

  ・人件費：職員給与や議員報酬、退職給付費用（当該年度に退職手当引当金と

して新たに繰り入れた額）など 

  ・物件費等：備品購入費や消耗品費、委託料、施設等の維持補修にかかる経費、

減価償却費（社会資本の経年劣化等に伴う減少額）など 

  ・その他の業務費用：地方債償還の利子など 

イ．移転費用：町民への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障経費など 

②経常収益：使用料や手数料、財産貸付収入、預金利子、受託事業収入、雑入など 

③臨時損失：災害復旧に要する経費、資産の除却や売却により生じた損失など 

④臨時利益：資産の売却により生じた利益など 

①財源：税収等（町税、地方交付税、分担金・負担金など）及び国県等補助金（国

庫支出金、県支出金など） 

②資産評価差額：有価証券などの資産の評価差額 

③無償所管換等：無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額など 

④比例連結割合変更に伴う差額：経費負担割合等に応じて比例連結を行った一部事

務組合等について、比例連結割合が変更された場

合における純資産残高の差額調整（連結において

のみ使用） 

⑤その他：上記以外の純資産及びその内部構成の変動 

①業務活動収支：行政サービスを行う中で、毎年度経常的に収入、支出されるもの 

②投資活動収支：学校、公園、道路などの資産形成や、投資、基金積立及び取崩な

どの収入、支出など 

③財務活動収支：地方債や借入金などの借入、償還・返済など 
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③行政コスト計算書の純行政コストは、純資産変動計算書の純行政コスト（△）

と一致します。 

貸借対照表                      行政コスト計算書 

借方 貸方 

資産 

 

現金預金 

負債 

 

純資産 

 

 

 

 

資金収支計算書                         純資産変動計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経常費用・収益 

 

純経常行政コスト 

 

臨時損失・利益 

 

純行政コスト 

業務活動収支 

 

投資活動収支 

 

財務活動収支 

 

前年度末資金残高 

本年度末資金残高 

前年度末純資産残高 

財源 

純行政コスト △( ) 

固定資産の変動 

固定資産形成分 

余剰分(不足分) 

 

本年度末純資金残高 
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貸借対照表において、有形固定資産は事業用資産が 51,318 千円の増加、インフ

ラ資産が▲440,733 千円の減少、物品が 133,200 千円の増加、有形固定資産全体と

して▲259,448 千円減少しました。事業用資産は、主に給食センター施設更新事業

へ 295,178 千円支出、図書館空調設備改修事業へ 31,644 千円支出し、減価償却に

よる減少分より資産の取得分が多かったため増加しました。インフラ資産は、道路

改良・舗装工事へ 179,614 千円支出しましたが、資産の取得より減価償却による減

少分が多かったため減少しました。物品は、小学校空調設備設置事業へ 112,968 千

円支出があり、全体として増加となりました。投資その他の資産は、主に義務教育

施設整備基金の減少（▲161,500 千円）、土地開発基金の減少（▲83,200 千円）、減

債基金の計上について計上基準を明確にした結果、固定資産から流動資産に変更

（▲164,096 千円）した影響もあり▲356,772 千円減少しました。流動資産は、減

債基金の計上変更による増加（164,096 千円）により、全体として 155,604 千円増

加となりました。資産合計としては▲460,809 千円減少し 28,158,905 千円となり

ました。一方で負債においては、職員数増加により退職手当引当金が増加（54,947

千円）したものの、地方債の減少（▲40,971 千円）、また、八千代工業団地西地区

土地取引完了によりその他固定負債が減少（▲83,200 千円）したため、負債は▲

57,866 千円減少し 8,498,871 千円となりました。総資産と負債の差額である純資

産は▲402,943 千円減少の 19,660,034 千円となりました。 
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資金収支計算書においては、業務活動収支がプラス 514,906 千円、固定資産への

投資キャッシュフローである投資活動収支がマイナス 484,442 千円、財務活動収支

はマイナス 37,833 千円となりました。結果として資金収支のトータルはマイナス

7,368 千円となり、当年度末資金残高は 491,330 千円となりました。前年と比較す

ると、業務活動収支は税収等収入の減少（▲74,459 千円）により業務収入が減少

（▲118,216 千円）したため、業務活動収支は▲104,697 千円減少しました。投資

活動収支は、公共施設等整備費支出が増加（393,556 千円）しましたが、基金取崩

収入が増加（215,628 千円）しており、全体として▲37,469 千円の減少にとどまり

ました。財務活動収支は、地方債発行収入より償還支出が大きかったためマイナス

となりました。業務活動収支の黒字分が投資活動収支に充当され、その余剰分が地

方債償還に充当されております。 
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５．一般会計等注記 

(1)重要な会計方針 

1. 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･････････････････････････････取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

ア. 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････再調達原価 

ただし，道路，河川，及び水路の敷地は備忘価格１円としています。 

イ. 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････再調達原価 

ただし，取得原価が不明な道路，河川及び水路の敷地は備忘価格１円としていま

す。 

② 無形固定資産･････････････････････････････取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

2. 有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のある有価証券等････････････････会計年度末における市場価格 

② 市場価格がない有価証券等････････････････取得原価 

ただし，市場価格のないものについて，実質価額が著しく低下した場合には，相当

の減額を行うこととしています。 

なお，実質価額の低下割合が30%以上である場合には，「著しく低下した場合」に該

当するものとしています。 

3. 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産、物品） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物（附属設備含む） ８年～５０年 

工作物   ６年～６０年 

物品   ４年～１５年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

③  所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内の

リース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナ

ンス・リース取引を除きます。） 

･････････････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

4. 引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

   市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについ

て、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上して

います。
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② 徴収不能引当金 

 過去 5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 

③ 退職手当引当金 

 本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退

職手当要支給額に、組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手

当として支給された額の総額を控除した額を加算して計上しております。 

④ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務のうち、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

⑤ 賞与等引当金 

 翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額

の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

5. リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

ア. 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及び

リース総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

イ. ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

6. 資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の

範囲としています。 

このうち現金同等物は，短期投資の他，出納整理期間中の取引により発生する資金の

受払いを含んでいます。 

7. その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税込方式によっております。 

② 物品及びソフトウェアの計上基準 

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合

に資産として計上しています。 

ソフトウェアについても物品の取り扱いに準じています。 

③ 資本的支出と修繕費の区分基準 

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 60 万円未満であるとき、又は

固定資産の取得価額等のおおむね 10％未満相当額以下であるときに修繕費として処

理しています。  
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(2)重要な会計方針の変更等 

1. 会計方針の変更 

減債基金については、従来全額固定資産に計上していましたが、令和元年 8 月改定の

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」で明記された基準に則り、本年度から固

定資産と流動資産に区分し計上しました。 

この変更により、減債基金（流動資産）に 164,096 千円計上しております。 

 

(3)重要な後発事象 

  該当なし 

 

(4)重要な偶発債務 

1. 保証債務及び損失補償債務負担の状況  

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

 

団体（会計）名 

 

確定債務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務等 

 

総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

茨城県信用保証協会 － 千円 － 千円 478,217 千円 478,217 千円 

合計 － 千円 － 千円 478,217 千円 478,217 千円 

 

(5)追加情報 

1. 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項 

① 一般会計等財務書類の対象範囲 

  一般会計 

② 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異 

普通会計の対象範囲には中央土地区画整理事業特別会計の一部が含まれております

が、一般会計等には含まれておりません。 

③ 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、

出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数

としています。 

④ 財務書類の表示金額単位 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

⑤ 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況 

実質赤字比率 － ％ 

連結実質赤字比率 － ％ 

実質公債費比率 6.8 ％ 

将来負担比率 63.0 ％ 

⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額  
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利子補給に係るもの － 千円 

ＰＦＩに係るもの － 千円 

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額 

継続費逓次繰越額   

（一般会計） － 千円 

繰越明許費   

（一般会計） 388,303 千円 

事故繰越額   

（一般会計） － 千円 

          

2. 貸借対照表に係る事項 

① 売却可能資産の範囲及び内訳 

ア. 範囲 

 売却可能資産の範囲は、普通財産のうち活用が図られていない公共資産を対象とし

ています。 

イ. 内訳 

事業用資産 69,441 千円 （ 69,441 千円） 

 土地 69,441 千円 （ 69,441 千円） 

 立木竹 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 船舶 － 千円 （ － 千円） 

 浮標等 － 千円 （ － 千円） 

 航空機 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 

インフラ資産 － 千円 （ － 千円） 

 土地 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 

物品 － 千円 （ － 千円） 

   平成 31 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

  売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっ

ています。 

  上記の（ ）内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。 

② 減債基金に係る積立不足額 

              － 千円 

③ 基金借入金（繰替運用） 
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該当なし   

④ 臨時財政対策債 

臨時財政対策債は、地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、町にお

いて不足額を補てんするため発行する地方債のことです。 

臨時財政対策債の元利償還金相当額は、その全額が後年度地方交付税の基準財政需

要額に算入されます 

貸借対照表計上の地方債当期末残高 7,078,861 千円のうち、臨時財政対策債の当期

末残高は 4,075,420 千円となっております。 

⑤ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政

需要額に含まれることが見込まれる金額 

      5,197,174 千円 

⑥ 将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素） 

イ. 標準財政規模 5,228,453 千円 

ロ. 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政

需要額算入額 

601,097 千円 

ハ. 将来負担額 13,674,167 千円 

ニ. 充当可能基金額 2,901,070 千円 

ホ. 特定財源見込額 － 千円 

ヘ. 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入

見込額 

7,855,795 千円 

⑦ 地方自治法234条の3に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務

金額 

               － 千円 

3. 行政コスト計算書に係る事項 

  該当なし 

4. 純資産変動計算書に係る事項 

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容 

① 固定資産等形成分 

 固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金などを加えた額を計上して

います。 

② 余剰分（不足分） 

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。 

5. 資金収支計算書に係る事項 

① 基礎的財政収支 

      ▲106,540 千円 

 

② 既存の決算情報との関連性 

  収入（歳入） 支出（歳出） 
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歳入歳出決算書 8,577,184 千円 8,085,854 千円 

会計の範囲の相違に伴う差額 －千円 －千円 

繰越金に伴う差額 ▲498,698 千円 －千円 

資金収支計算書 8,078,486 千円 8,085,854 千円 

繰越金については、歳入歳出決算書では収入として計上しますが、公会計では計上

しないため、その分だけ相違します。 

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳 

資金収支計算書の業務活動収支 514,906 千円 

千円  減価償却費 ▲997,698 

 減損損失 － 千円 

 徴収不能引当金の増減額 405 千円 

 退職手当引当金の増減額 ▲54,947 千円 

 賞与引当金の増減額 ▲8,220 千円 

 未収金の増減額 ▲6,551 千円 

 固定資産除売却損益  68,659 千円 

 資本的国県等補助金等 80,579 千円 

 未払費用の増減額  － 千円 

 その他の資産・負債の増減額 7 千円 

純資産変動計算書の本年度差額 ▲402,859 千円 

④ 一時借入金 

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれておりません。 

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。 

一時借入金の限度額 300,000 千円 

一時借入金に係る利子額 76 千円 

⑤ 重要な非資金取引 

   該当なし 
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貸借対照表においては、有形固定資産が▲407,215 千円減少、投資その他の

資産が▲374,601 千円減少、流動資産が 252,612 千円増加したため、資産合計とし

ては▲530,608 千円減少の 40,784,699 千円となりました。一般会計等と同じ傾向

ですが、インフラ資産では、八千代町下水道事業特別会計において下水道整備事業

への 122,827 千円の支出がありましたが、全体として▲588,726 千円減少しました。

また、八千代町農業集落排水事業特別会計においては、減債基金の計上変更により

固定資産から流動資産へ 110,863 千円の増減がありました。負債については、地方

債の償還が進み▲256,171 千円減少し 14,406,247 千円となりました。その差額で

ある純資産は▲274,437 千円減少し 26,378,452 千円となりました。 
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資金収支計算書においては、業務活動収支プラス 882,265 千円、投資活動収支

マイナス 738,767 千円、財務活動収支マイナス 165,133 千円となり、資金収支はマ

イナス 21,635 千円、当年度末資金残高は 2,227,335 千円となりました。特別会計

において地方債の償還が進み、財務活動収支のマイナス幅が増加しております。 
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５．全体会計注記 

(1)重要な会計方針 

8. 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･････････････････････････････取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

ウ. 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････再調達原価 

ただし，道路，河川，及び水路の敷地は備忘価格１円としています。 

エ. 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････再調達原価 

ただし，取得原価が不明な道路，河川及び水路敷地は備忘価格１円としています。 

② 無形固定資産･････････････････････････････原則として取得原価 

ただし，取得原価が不明なものは再調達原価としています。 

  有価証券等の評価基準及び評価方法 

③ 市場価格のある有価証券等････････････････会計年度末における市場価格 

④ 市場価格がない有価証券等････････････････取得原価 

ただし，市場価格のないものについて，実質価額が著しく低下した場合には，相当

の減額を行うこととしています。 

なお，実質価額の低下割合が30%以上である場合には，「著しく低下した場合」に該

当するものとしています。 

9. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① 販売用土地………地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条第2項各    

号に掲げる方法 

10. 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（事業用資産、インフラ資産、物品） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物（附属設備含む） ８年～５０年 

工作物   ６年～６０年 

物品   ４年～１５年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内の

リース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナ

ンス・リース取引を除きます。） 

･････････････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

11. 引当金の計上基準及び算定方法 

① 投資損失引当金 

   市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについ

て、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上して

います。
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② 徴収不能引当金 

 過去 5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 

③ 退職手当引当金 

 本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退

職手当要支給額に、組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手

当として支給された額の総額を控除した額を加算して計上しております。 

④ 損失補償等引当金 

履行すべき額が確定していない損失補償債務のうち、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

⑤ 賞与等引当金 

 翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額

の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

12. リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

ウ. 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及び

リース総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

エ. ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

13. 連結資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の

範囲としています。 

このうち現金同等物は，短期投資の他，出納整理期間中の取引により発生する資金の

受払いを含んでいます。 

14. その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税込方式によっております。ただし、水道事業会計は税抜方式によっております。 

② 物品及びソフトウェアの計上基準 

 物品については、取得価額又は見積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の

場合に資産として計上しています。ソフトウェアについても物品の取り扱いに準じて

います。 

③ 資本的支出と修繕費の区分基準 

  資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が６０万円未満であるとき、又は

固定資産の取得価額等のおおむね１０％未満相当額以下であるときに修繕費として

処理しています。 
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(2)重要な会計方針の変更等 

1. 会計方針の変更 

減債基金については、従来全額固定資産に計上していましたが、令和元年 8 月改定の

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」で明記された基準に則り、本年度から固

定資産と流動資産に区分し計上しました。 

この変更により、減債基金（流動資産）に 274,959 千円計上しております。 

 

(3)重要な後発事象 

  該当なし 

 

(4)重要な偶発債務 

1. 保証債務及び損失補償債務負担の状況  

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

 

団体（会計）名 

 

確定債務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務等 

 

総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

茨城県信用保証協会 － 千円 － 千円 478,217 千円 478,217 千円 

合計 － 千円 － 千円 478,217 千円 478,217 千円 

 

(5)追加情報 

1. 連結対象会計 

会計名 区分 連結の方法 

国民健康保険特別会計 特別会計 全部連結 

後期高齢者医療特別会計 特別会計 全部連結 

介護保険特別会計 

（保険事業勘定） 
特別会計 全部連結 

介護保険特別会計 

（介護サービス事業勘定） 
特別会計 全部連結 

中央土地区画整理事業特別会計 特別会計 全部連結 

農業集落排水事業特別会計 特別会計 全部連結 

下水道事業特別会計 特別会計 全部連結 

水道事業会計 地方公営企業会計 全部連結 

 特別会計及び地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。 

2. 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5に基づき、出納整理期間を設けられている会計においては、

出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数

としています。 
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なお、出納整理期間を設けていない会計と出納整理期間を設けている会計との間で、

出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとし

て調整しています。 

3. 財務書類の表示金額単位 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

4. 繰越事業に係る将来の支出予定額 

継続費逓次繰越額   

（一般会計） － 千円 

繰越明許費   

（一般会計） 338,303 千円 

（八千代下水道事業特別会計） 1,031 千円 

事故繰越額   

（一般会計） － 千円 

5. 売却可能資産の範囲及び内訳 

① 範囲 

 売却可能資産の範囲は、普通財産のうち活用が図られていない公共資産を対象とし

ています。 

② 内訳 

事業用資産 69,441 千円 （ 69,441 千円） 

 土地 69,441 千円 （ 69,441 千円） 

 立木竹 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 船舶 － 千円 （ － 千円） 

 浮標等 － 千円 （ － 千円） 

 航空機 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 

インフラ資産 － 千円 （ － 千円） 

 土地 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 

物品 － 千円 （ － 千円） 

   平成 31 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

  売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっ

ています。 

  上記の（ ）内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。 

 



 

- 28 - 
 

 

 

 



 

- 29 - 
 

貸借対照表においては、有形固定資産が▲244,896 千円減少、投資その他の資産

が▲402,098 千円減少、流動資産が 255,737 千円増加したため、資産合計としては

▲392,787 千円減少し 44,209,963 千円となりました。事業用資産において、下妻

地方広域事務組合の焼却施設改良工事によりさらに増加となりました。負債は▲

263,397 千円減少の 14,783,228 千円、その差額である純資産は▲129,392 千円減少

の 29,426,734 千円となりました。 
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資金収支計算書においては、業務活動収支プラス 1,082,163 千円、投資活動収

支マイナス 921,422 千円、財務活動収支マイナス 176,697 千円となり、資金収支は

マイナス 15,955 千円、比例連結割合変更に伴う差額を含めて、当年度末資金残高

は 2,420,054 千円となりました。 
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５．連結会計注記 

(1)重要な会計方針 

15. 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･････････････････････････････取得原価 

ただし，開始時の評価基準及び評価方法については，次のとおりです。 

オ. 昭和 59 年度以前に取得したもの･････････再調達原価 

ただし，道路，河川，及び水路の敷地は備忘価格１円としています。 

カ. 昭和 60 年度以後に取得したもの 

取得原価が判明しているもの････････････取得原価 

取得原価が不明なもの･･････････････････再調達原価 

ただし，取得原価が不明な道路，河川及び水路の敷地は備忘価格１円としていま

す。 

② 無形固定資産･････････････････････････････原則として取得原価 

ただし，取得原価が不明なものは再調達原価としています。 

  なお、一部の連結対象団体においては、原則、取得原価としています。 

16. 有価証券等の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のある有価証券等････････････････会計年度末における市場価格 

② 市場価格がない有価証券等････････････････取得原価 

ただし，市場価格のないものについて，実質価額が著しく低下した場合には，相当

の減額を行うこととしています。 

なお，実質価額の低下割合が30%以上である場合には，「著しく低下した場合」に該

当するものとしています。 

17. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

① 販売用土地………地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則第4条第2項各

号に掲げる方法 

18. 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

  ただし、一部の連結対象団体については定率法によっています。 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリ

ース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が３００万円以下のファイナン

ス・リース取引を除きます。） 

･････････････････自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法 

19. 引当金の計上基準及び算定方法 

① 徴収不能引当金 

 過去 5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。 

② 退職手当引当金 

本年度末に特別職を含む全職員（本年度末退職者を除く）が普通退職した場合の退

職手当要支給額に、組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手

当として支給された額の総額を控除した額を加算して計上しております。 

 ただし、一部の連結対象団体においては、主として期末における退職給付債務及び

年金資産の見込み額に基づき計上しています。 

③ 損失補償等引当金 
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履行すべき額が確定していない損失補償債務のうち、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。 

④ 賞与等引当金 

 翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額

の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。 

20. リース取引の処理方法 

① ファイナンス・リース取引 

オ. 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及び

リース総額が３００万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。） 

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

カ. ア以外のファイナンス・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

② オペレーティング・リース取引 

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っています。 

21. 連結資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（3ヶ月以内の短期投資等）を資金の

範囲としています。 

このうち現金同等物は，短期投資の他，出納整理期間中の取引により発生する資金の

受払いを含んでいます。 

22. 採用した消費税等の会計処理 

① 消費税等の会計処理 

税込方式によっております。 

ただし、一部の連結対象団体（会計）については、税抜方式によっています。 

② 物品及びソフトウェアの計上基準 

 物品については、取得価額又は見積価格が５０万円（美術品は３００万円）以上の

場合に資産として計上しています。 

③ 資本的支出と修繕費の区分基準 

  資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が６０万円未満であるとき、又は

固定資産の取得価額等のおおむね１０％未満相当額以下であるときに、修繕費として

処理しています。 

 

(2)重要な会計方針の変更等 

2. 会計方針の変更 

  該当なし 

 

(3)重要な後発事象 

減債基金については、従来全額固定資産に計上していましたが、令和元年 8 月改定の

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」で明記された基準に則り、本年度から固

定資産と流動資産に区分し計上しました。 

この変更により、減債基金（流動資産）に 274,959 千円計上しております。
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(4)重要な偶発債務 

2. 保証債務及び損失補償債務負担の状況  

他の団体（会計）の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っています。 

 

 

団体（会計）名 

 

確定債務額 

履行すべき額が確定していない 

損失補償債務等 

 

総額 

損失補償等 

引当金計上額 

貸借対照表 

未計上額 

茨城県信用保証協会 － 千円 － 千円 478,217 千円 478,217 千円 

合計 － 千円 － 千円 478,217 千円 478,217 千円 

 

(5)追加情報 

1. 連結対象団体 

団体名 区分 連結の方法 比例連結割合 

茨城租税債権管理機構 一部事務組合・

広域連合 
比例連結 

0.39％ 

茨城県後期高齢者医療広域連合 一部事務組合・

広域連合 
比例連結 

0.74％ 

茨城県市町村総合事務組合 

（一般会計） 

（特別会計） 

一部事務組合・

広域連合 
比例連結 

 

0.94％ 

1.90％ 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

（一般会計） 

（利根老人ホーム事業特別会計） 

（特殊湛水防除事業特別会計） 

一部事務組合・

広域連合 
比例連結 

 

7.38％ 

7.59％ 

8.00％ 

下妻地方広域事務組合 

（一般会計） 

（ﾌｨｯﾄﾈｽﾊﾟｰｸ･きぬ特別会計） 

（城山公苑特別会計） 

（ｸﾘｰﾝ･ﾎﾟｰﾄ･きぬ特別会計） 

（ﾍｷｻﾎｰﾙ･きぬ特別会計） 

（ｸﾘｰﾝﾊﾟｰｸ･きぬ特別会計） 

一部事務組合・

広域連合 
比例連結 

 

22.83％ 

22.83％ 

26.01％ 

19.58％ 

24.99％ 

19.46％ 

八千代町土地開発公社 地方三公社 比例連結 出資比率 100％ 

一般社団法人 

八千代町ふるさと公社 
第三セクター 比例連結 出資比率 100％ 

社会福祉法人 

八千代町社会福祉協議会 
第三セクター 比例連結 出資比率 100％ 

連結の方法は次のとおりです。 

① 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象と

しています。 
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② 地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。 

③ 第三セクター等は、出資割合等が 50％を超える団体（出資割合等が 50％以下であっ

ても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連

結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とな

らない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対

象としています。ただし、出資割合が 25％未満であって、損失補償を付している等の

重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。 

2. 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体（会計）に

おいては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年

度末の計数としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体

（会計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等

が終了したものとして調整しています。 

3. 財務書類の表示金額単位 

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 

4. 売却可能資産の範囲及び内訳 

① 範囲 

 売却可能資産の範囲は、普通財産のうち活用が図られていない公共資産を対象とし

ています。 

② 内訳 

事業用資産 69,441 千円 （ 69,441 千円） 

 土地 69,441 千円 （ 69,441 千円） 

 立木竹 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 船舶 － 千円 （ － 千円） 

 浮標等 － 千円 （ － 千円） 

 航空機 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 

インフラ資産 － 千円 （ － 千円） 

 土地 － 千円 （ － 千円） 

 建物 － 千円 （ － 千円） 

 工作物 － 千円 （ － 千円） 

 その他 － 千円 （ － 千円） 

物品 － 千円 （ － 千円） 

   平成 31 年 3 月 31 日時点における売却可能価額を記載しています。 

  売却可能価額は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における評価方法によっ

ています。 

  上記の（ ）内の金額は貸借対照表における簿価を記載しています。
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Ⅴ．平成 30 年度 八千代町財務分析 

 

１．分析における前提条件について 

以下のような前提や公会計の特性にもとづいて、当町の財務書類における平成 30 年

度  の分析を行っています。 

（１）平成 29 年度における県内自治体の人口 1万人から 5万人までの当町と同規模の 20

自治体、また総務省より公表されている統一的な基準による財務書類に関する情報よ

り平成 28 年度の類似団体平均値との比較を行っています。なお、平均値は基礎的財

政収支を除き、加重平均にて算定しております。 

 

（２）財務書類を基にした分析は、あくまで金額で計測可能な数値による分析であるた

め、金額で計測不可能な給付や事業用資産、インフラ資産の活用状況及び満足度等は

反映されません。 

 

（３）公会計においては、企業会計にはない資産科目としてインフラ資産があり、資産

総額に対して大きな割合を占め、かつ、住民の利便性に欠かすことの出来ない資産と

して継続的な整備保全が必要である反面、資産としての財産価値及び売却可能性が 0

に近いという特性があります。 

       

（４）人口一人当たりの数値を算出する際は、当町において公表されている住民基本台

帳人口である平成 30 年 1 月 1日 22,722 人、平成 31 年 1 月 1日 22,286 人を用いてい

ます。なお、この数値は、総務省が行った住民基本台帳人口の調査期日にあわせ、1

月 1日現在の住民基本台帳人口での比較を行っております。 

 

２．分析 

（１）資産の状況 

   ①住民一人当たり資産額 

(単位:千円)   

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0 

（H28） 

一般会計等 1,280 1,260 1,264 4 1,623 2,548 

全体会計 1,824 1,818 1,830 12 2,096 － 

連結会計 1,970 1,963 1,984 21 － － 

・貸借対照表の各数値を住民数で除し住民一人当たりの資産額を算定することにより、

自治体間での比較が可能となります。 

・住民一人当たりの資産額は、一般会計等で 1,264 千円、全体会計で 1,830 千円と前
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年に比較すると増加しました。資産として減少しておりますので人口減少による影

響です。平均値と比較すると一般会計等、全体会計ともに低い傾向にあります。特

に類似団体平均値と比べると約 5 割の水準です。一部事務組合で行政サービス（ご

み処理、消防等）を行っているため、資産の割合が少ないことが考えられます。 

 

   ②歳入対資産比率 

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0 

（H28） 

一般会計等 3.23 年 3.47 年 3.28 年 ▲0.19 年 3.51 年 4.40 年 

全体会計 2.58 年 2.66 年 2.62 年 ▲0.04 年 2.77 年 － 

連結会計 2.45 年 2.49 年 2.46 年 ▲0.03 年 － － 

・歳入総額に対する資産の比率を算定し、今まで形成されたストックである資産が何

年分の歳入の規模に匹敵するかを表します。 

・当町の場合、現在形成された資産について一般会計等で 3.28 年、全体会計で 2.62

年、連結会計で 2.46 年分の歳入が充当されていることになります。前年に比較する

と資産額が減少した一方で歳入は増加したため、比率として減少しております。平均

値と比較すると低い水準ですが、資産額が比較的少ないことが要因ですので、現状で

は特に問題ありません。 

・資産総額と歳入総額のバランスを見る指標として、どちらかが急激に増減する場合

に財政上の対応が求められることになるので、経年で比較しながら留意していく必

要があります。 

 

③有形固定資産減価償却率 

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0 

（H28） 

一般会計等 56.4% 58.1% 59.8% 1.7% 55.4% 52.0% 

全体会計 53.6% 55.4% 55.6% 0.2% 52.6% － 

連結会計 54.7% 56.4% 56.5% 0.1% － － 

・有形固定資産のうち、建物などの償却資産について、全体として当初取得時の価額

に対し耐用年数に応じて時の経過や使用による価値の減少がどれだけ進んでいるか

を表します。この比率が高いほど、施設の老朽化の程度が高いといえます。 

・当町の場合、一般会計等 59.8%、全体会計 55.6%と公共施設への新規投資以上に資

産の減価償却が進んだ結果、増加となりました。全体会計において内訳として、事

業用資産が 52.0%、インフラ資産が 56.6%となっており、事業用資産において近年
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実施した中学校改築事業の影響により事業用資産は比較的低めの水準となっており

ますので、インフラ資産が比較的償却が進んでいるということになります。 

・平均値と比較すると高い水準となっております。 

 

（２）資産と負債の比率 

①純資産比率 

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0 

（H28） 

一 般 会 計

等 

70.4% 70.1% 69.8% ▲0.3% 67.0% 69.1% 

全体会計 64.6% 64.5% 64.7% 0.2% 61.8% － 

連結会計 66.4% 66.3% 66.6% 0.3% － － 

・総資産のうち現役世代により負担している返済義務のない純資産がどれくらいの割

合であるかを表しており、世代間の負担の割合を見ることが出来ます。この比率が高

いほど財政状況が健全であるといわれています 

・当町の場合、一般会計等においては 69.8%、全体会計において 64.7%を過去及び現

役世代が負担しております。前年に比較すると、資産・負債・純資産とも減少して

おりますが、一般会計等においては資産の減少に比較し負債の減少割合が小さかっ

たため、比率として若干の減少となりました。類似団体平均値と比べるとほぼ同水

準となっております。 

   

   ②社会資本等形成の世代間負担比率（将来世代負担比率） 

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0 

（H28） 

一般会計等 12.8% 12.3% 12.4% 0.1% 17.9% 21.3% 

・社会資本整備に将来償還が必要な地方債によりどれだけ負担しているかを算出する

ことにより、社会資本等の形成に係る将来世代の負担比重を見ることができます。

平成 28 年度公表値より地方債より臨時財政対策債等の特例地方債を除外しており

ます。 

・当町の場合、一般会計等において 12.4％と前年度とほぼ同水準を保っております。人

口区分別県内平均値、類似団体平均値と比較しても低い水準にありますので、資産

の少なさも相俟って社会資本整備に係る将来世代への負担は比較的少ないというこ

とが言えます。 
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（３）負債の状況 

 ①住民一人当たり負債額 

 (単位:千円)   

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0 

（H28） 

一般会計等 379 377 381 4 536 787 

資産額に対する比率 3.38 倍 3.34 倍 3.32 倍 ▲0.02 倍 3.03 倍 3.24 倍 

全体会計 645 645 646 1 801 － 

資産額に対する比率 2.83 倍 2.82 倍 2.83 倍 0.01 倍 2.62 倍 － 

連結会計 662 662 663 1 － － 

資産額に対する比率 2.98 倍 2.97 倍 2.99 倍 0.03 倍 － － 

・住民一人当たりの負債額は、一般会計等で 381 千円、全体会計で 646 千円と前年度

より増加しております。負債としては減少しておりますので、住民一人当たり資産

額と同様、人口減少による影響です。しかしながら、類似団体平均値の約 5 割程度

と低い水準を保っております。 

・前述の住民一人当たり資産額と対比させると、住民一人当たり負債額の約 3.32 倍(一

般会計等)の資産を保有しており、前年度とほぼ同水準です。 

②基礎的財政収支 

(単位:百万円)   

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0

（H28） 

一般会計等 ▲446 333 ▲107 ▲440 24 653 

全体会計 33 616 198 ▲418 348 － 

連結会計 64 614 191 ▲423 － － 

 ・資金収支計算書から財務活動収支及び業務活動収支の支払利息支出と投資活動収支

の基金収支を除くことにより基礎的財政収支（プライマリーバランス：地方債等の

債務の元利払いと地方債等の収入を除いた収支）を算出します。当該バランスが均

衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限り経済規模に対する地

方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営であるといえます。 

 ・当町の場合、業務活動収支の黒字分が基金収支の影響を除いた投資活動収支の赤字

分を下回ったため、当年度において基礎的財政収支はマイナスの結果となりました。

給食センター施設更新事業や小学校空調設備事業等の公共施設整備が行われたこと

によるもので、財源として地方債発行と基金の取崩しが行われています。 
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・公共資産投資は大部分が公債財源や基金取崩しにより賄われるため、一時的に基礎

的財政収支がマイナスとなることもあります。住民に対するサービス提供能力を有

し将来世代に対して便益を提供する社会資本への必要な投資は、公債に過度に依存

しすぎない状況であり、基礎的財政収支が中長期的にみて均衡する状況であれば問

題がないと考えられます。 

 

 ③債務償還可能年数（参考指標） 

   28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

一般会計等 7.41 年 7.28 年 8.75 年 1.47 年 

・債務償還可能年数は、実質債務が償還財源の何年分あるかを示す指標です。年数が

短いほど債務償還能力が高いといえ、債務の償還原資を経常的な業務活動からどれ

だけ確保できる見込みがあるかということは、債務償還能力を把握するうえで重要

な視点です。 

・今回償還財源として決算統計の経常一般財源等(歳入)と経常経費充当財源等(歳出)の

収支を基準として算定することとされ、参考指標として位置づけられました。今後

は平均値との比較を通して債務償還能力の水準を把握し、公共資産投資と公債残高

のバランスを考慮しながら将来世代への負担の先送りが顕著とならないよう安定的

な財政運営を目指していく必要があります。 

（４）行政コストの状況 

 (単位:千円)   

（住民一人当たり） 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5万人

（H29） 

町村Ⅴ－0

（H28） 

一般会計等 

純行政コスト 323 318 319 1 375 471 

人件費 57 58 62 4 74 － 

減価償却費 41 44 45 1 50 － 

補助金等 83 80 83 3 69 － 

全体会計 

純行政コスト 521 518 515 ▲3 579 － 

人件費 64 67 70 3 84 － 

減価償却費 57 60 61 1 67 － 

補助金等 308 299 298 ▲1 288 － 

連結会計 

純行政コスト 598 601 598 ▲3 － － 

人件費 80 81 86 5 － － 

減価償却費 60 62 64 2 － － 

補助金等 355 353 352 ▲1 － － 
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・行政コストを住民一人当たりで算定することにより、同種の行政サービスをどれだ

けのコスト水準で実現したかということを比較することができます。 

・当町の場合、一般会計等においては、純行政コストとしては減少しておりますので、

人口減少の影響により、前年に比し住民一人当たりの行政コストが増加する結果と

なりました。全体会計においては、国民健康保険特別会計の県単位化による補助金

等減少の影響により、前年に比し行政コストが減少に転じる結果となりました。 

・行政コストは人口区分別県内平均値、類似団体平均値ともに低い水準にとどまって

おります。内訳をみると、特に人件費、減価償却費は前年同様低い水準ですが、補

助金等は比較的高い水準です。行政サービスの一部（ごみ処理・消防等）を一部事

務組合が実施していることによるものと考えられます。 

・前述の人口一人当たり資産額が少ないことを考慮すると、現状では資産更新の負担

は比較的少ないものと推測されます。しかしながら、今後必要な投資を行うことに

より、減価償却費の費用負担は年々増加していくことが予測されますので、財源の

確保を意識した行政運営を行う必要があります。 

 

（５）受益者負担の状況 

①受益者負担の比率 

 

28 年度 29 年度 30 年度 対前年 

平均値 

県内 1～5 万人

（H29） 

町村Ⅴ－0

（H28） 

一般会計等 3.2% 3.1% 3.1% － 4.1% 5.3% 

全体会計 6.6% 6.5% 6.6% 0.1% 8.0% － 

連結会計 6.8% 6.7% 6.8% 0.1% － － 

・行政コストのうち受益者が負担している割合として、経常的な行政サービス提供コ

ストである経常費用と行政サービス提供の対価である経常収益を対比します。 

・当町の場合、前年と同水準となりました。一般会計等において、人口区分別県内平

均値 4.1%、類似団体平均値 5.3％と比較すると平均を下回る水準であることが分か

ります。一部事務組合で行政サービス（ごみ処理・消防等）を行っていることも要

因であると推測されます。 
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３．分析指標説明  

資産の状況 資産の状況は、「将来世代に残る資産はどのくらいあるか」を表すものです。 

 

 住民一人当たり 

資産額 

  資産合計   

住民基本台帳銀行 
住民一人当たり資産額とすることにより、

住民等にとってわかりやすい情報となると

ともに、他団体との比較が容易になります。 

歳入額対資産比率  資産合計  

歳入合計 
これまでに形成されたストックとしての資

産が歳入の何年分に相当するかを表し、地

方公共団体の資産形成の度合いを測ること

ができます。 

有形固定資産 

減価償却率 

(資産老朽化比率) 

有形固定資産の 

 原価償却累計額  

取得価格等 

有形固定資産について、一定の耐用年数に

より減価償却を行った結果として資産の取

得からどの程度経過しているかを全体とし

て把握することができる指標で、100%に近

いほど老朽化の程度が高いということにな

ります。さらに、固定資産台帳等を活用す

れば、行政目的別や施設別の有形固定資産

減価償却率（資産老朽化比率）も算出する

ことができます。 

※総務省の算定式において、有形固定資産

より物品が除外されました。 

資産と負債の比率 資産と負債の比率は、「将来世代と現世代との負担の分担はどのようになっ

ているか」を表すものです。これは、貸借対照表上の資産、負債及び純資

産の対比によって明らかにされるものです。 

 

 純資産比率  純資産合計  

資産合計 
将来世代に引き継ぐ資産のうち、資産と負

債の差額である純資産、すなわち過去の世

代及び現役世代の負担がどれだけの割合で

あるかを示します。 

社会資本等形成の

世代間負担比率 

(将来世代負担比率) 

 地方債合計－特例地方債  

公共資産(有形固定資産+ 

無形固定資産 

社会資本等について将来の償還等が必要な

負債による形成割合（公共資産等形成充当

負債の割合）を算出することにより、社会

資本等形成に係る将来世代の負担の比重を

把握することができます。 

※総務省の算定式において、地方債合計よ

り特例地方債が除外されました。 
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負債の状況 負債の状況は、「財政に持続可能性があるか（どのくらい借金があるか）」と

いう住民等の関心に基づくものであり、財政運営に関する本質的な視点で

す。 

 住民一人当たり 

負債額 

  負債合計   

住民基本台帳人口 
住民一人当たり負債額とすることにより、

住民にとってわかりやすい情報となるとと

もに、他団体との比較が容易となります。 

 

基礎的財政収支 

(プライマリーバラ

ンス) 

業務活動収支 

＋支払利息支出 

＋投資活動収支 

＋基金積立金支出 

－基金取崩収入 

地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地

方債等発行収入を除いた歳入のバランスを

示す指標となり、当該バランスが均衡して

いる場合には、経済成長率が長期金利を下

回らない限り経済規模に対する地方債等の

比率は増加せず、持続可能な財政運営であ

るといえます。 

※総務省の算定式において、基金取崩収入、

基金積立金支出が除外されました。 

 債務償還可能年数 

（参考指標） 

将来負担額※1 

 －充当可能財源※2   

経常一般財源等(歳入)※3 

－経常経費充当財源等※4 

実質債務に対し償還原資を償還に充当した

場合、何年で現在の債務を償還できるかを

示す指標で、債務償還能力は債務償還可能

年数が短いほど高いといえます。債務の償

還原資を経常的な業務活動からどれだけ確

保できているかということは、債務償還能

力を把握するうえで非常に重要な指標で

す。  

※総務省の算定式において、健全化法算定

式や決算統計により算出することとされま

した。 

行政コストの状況 行政コストの状況は、「行政サービスに係るコストはどのようになって

いるか」といった住民等の関心に基づくものです。地方自治法において

も、「地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の

増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなけ

ればならない」とされているものであり（同法第 2 条第 14 項）、財政

の持続可能性と並んで重要な視点です。 

 

 住民一人当たり 

行政コスト 

 各行政コスト  

住民基本台帳人口 
行政コスト計算書で算出される行政コスト

を住民一人当たり行政コストとすることに

より、地方公共団体の行政活動の効率性を

測定することができます。また、当該指標
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を類似団体と比較することで、当該団体の

効率性の度合いを評価することができま

す。 

なお、住民一人当たり行政コストについて

は、地方公共団体の人口や面積、行政権能

等により自ずから異なるべきものであるた

め、一概に他団体と比較するのではなく、

類似団体と比較すべきことに留意する必要

があります。 

 

受益者負担の状況 受益者負担の状況は、「歳入はどのくらい税収等で賄われているか（受益者

負担の水準はどうなっているか）」といった住民等の関心に基づくものです。 

 

 受益者負担比率 

 

 経常収益  

経常費用 
行政コスト計算書の経常収益は、使用料・

手数料など行政サービスに係る受益者負担

の金額ですので、これを経常費用と比較す

ることにより、行政サービスの提供に対す

る受益者負担の割合を算出することができ

ます。地方公共団体の行政サービス全体の

受益者負担の割合を経年比較したり、類似

団体比較したりすることにより、当該団体

の受益者負担の特徴を把握することができ

ます。 

※１ 将来負担額については、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式による。  

※２ 充当可能財源は、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式の「充当可能基金残高＋

充当可能特定歳入」とする。  

※３ 経常一般財源等（歳入）等は、「①経常一般財源等＋②減収補填債特例分発行額＋③臨時財

政対策債発行可能額」とする。なお、①②は地方財政状況調査様式「歳入の状況 その２収

入の状況」、③は地方公共団体健全化法上の実質公債費率の算定式による。  

※４ 経常経費充当財源等は、地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」の経常経費充当一般財

源等から、次の金額を控除した額とする。なお、イ～ハは地方公共団体健全化法上の実質

公債費率の算定式、二は地方財政状況調査様式「性質別経費の状況」による。 

イ 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの  

ロ 一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に

充てたと認められるもの  

ハ 組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の

償  還の財源に充てたと認められるもの  

二 元金償還金（経常経費充当一般財源等） 
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Ⅵ．令和 2 年度の課題事項 
 

１．地方公会計に係る業務の効率化 

統一的な基準による公会計財務書類については、総務省から要請を受けた平成

29 年度末までにほぼ全ての地方公共団体において一定の取組みを行っており、定

着化に向けて今後この取組みを日々の財務活動や行財政運営に組み込んでいくこ

とが重要となります。 

これまでも財務書類を管理会計的なマネジメント・ツールとして予算編成等に積

極的に活用するためには、財務書類の作成・公表を早期化することが重要とされて

おりましたが、より一層の具体策を検討すべき時期にあります。例えば財務会計シ

ステムと地方公会計システムの一体化、日々仕訳の円滑な導入や期末一括仕訳にお

ける作業軽減などが挙げられます。また、公有財産台帳と固定資産台帳のデータを

連携・統合することも業務効率化につながります。 

行財政運営への活用という観点では、総合計画などの中長期計画見直しのタイミ

ングに合わせて、政策に基づき組織体制を整備し、その組織で遂行する予算体系を

整合的に設定し、予測財務書類を作成すること等も政策・組織・予算の有機的な連

携につながります。そのうえで組織別・事業別のセグメント情報の分析を行うこと

も有用であり、行政評価や政策・事業の進捗管理、翌年度以降の予算編成により具

体的に活用することが可能になると考えられます。 

 

２．セグメント分析への活用 

   地方自治体において整備した財務書類等を予算編成や行政評価、公共施設マネジ

メントに活用するためには、事業別・施設別のセグメント分析を行うことが有効と

され、「地方公会計の推進に関する研究会報告書(平成 31 年 3 月)」において、施設

別財務書類作成の具体的な考え方と作成手順が示されました。 

考慮すべき事項として、セグメント別財務書類作成にあたっては、外部の利害関

係者に対して情報を提供する財務報告目的と、行政内部にてそれぞれの目的に応じ

て活用する管理会計目的があり、それぞれの目的に応じて財務書類を作成する上で

設定すべき基準が異なります。また、セグメント情報の用途や分析の目的によって

把握すべき情報の内容や求められる精緻さも異なるため、セグメント情報を何にど

う活用するのか、その目的を明確に定めたうえで、セグメントの単位や範囲といっ

た具体的な項目を設定し、配賦等の基準を設定していくことが重要です。 

セグメント分析において同種のセグメント間や経年推移の比較を行うことによ

り、課題や成果をより明確にすることが可能となり、行財政運営に有用な情報とな

ります。そのためには、まずは継続的に取組みを行うための体制を整えていくこと

が必要であると考えられます。 
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